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木 曜 日

(毎週月・木曜日発行)

○

○



告 示

茨城県告示第450号

次の救急医療協力診療所については, 茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則 (昭和52年茨城県規則第11

号) 第４条第１項第１号の規定による申出の撤回があったので, 同条第２項において準用する第３条第２項の規定に

より告示する｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第451号

身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号) 第15条第１項に規定する医師として, 次のとおり指定した｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

茨 城 県 報 第 1864 号 平成19年４月５日 (木曜日)2

名 称 所 在 地

立枝内科 水戸市青柳町3735

番号 種目 診療科目 氏 名 医療機関名 所 在 地 指定年月日

1 ぼうこう・直腸 消化器科
外科 福 田 禎 治 医療法人弘仁会 志

村病院 水戸市泉町１－７－38 平成19年
３月22日

2 じん臓
外科 消化
器科 肛門
科 内科

小 野 陸 医療法人財団古宿会
水戸中央病院

水戸市六反田町1136－
１

平成19年
３月22日

3 視覚 眼科 小 林 純 一 医療法人 小沢眼科
内科病院 水戸市吉沢町246－６ 平成19年

３月22日

4 視覚 眼科 塙 本 宰 医療法人 小沢眼科
内科病院 水戸市吉沢町246－６ 平成19年

３月22日

5 視覚 眼科 岡 � 光 彦 水戸赤十字病院 水戸市三の丸３－12－
48

平成19年
３月22日

6 肢体不自由 整形外科
形成外科 宮 本 建太郎 医療法人慈政会 小

柳病院 古河市稲宮1001 平成19年
３月22日

7 視覚 眼科 小野津 博 之 結城眼科 結城市結城8776－11 平成19年
３月22日

8 呼吸器 呼吸器外科 石 田 順 造 医療法人幕内会 山
王台病院

石岡市東石岡４－１－
38

平成19年
３月22日

9 肢体不自由 脳神経内科
外科 大 塚 澄 江 水海道さくら病院 常総市水海道森下町

4447
平成19年
３月22日

10 ぼうこう・直腸 外科 阿 部 秀 樹 茨城県立中央病院 笠間市鯉淵6528 平成19年
３月22日

11 ぼうこう・直腸 消化器外科 柳 澤 和 彦 筑波大学附属病院 つくば市天久保２－１
－１

平成19年
３月22日

12 肢体不自由 神経内科 冨 所 康 志 筑波大学附属病院 つくば市天久保２－１
－１

平成19年
３月22日

13 肢体不自由 内科 外科 一 色 重 雄 医療法人社団桜水会
筑波病院 つくば市大角豆1761 平成19年

３月22日

14 呼吸器 呼吸器科 金 本 幸 司 筑波メディカルセン
ター病院

つくば市天久保１－３
－1

平成19年
３月22日



茨城県告示第452号

次の医療機関について, 障害者自立支援法 (平成17年法律第123号) 第59条第１項の規定に基づき, 指定自立支援

医療機関 (更生医療及び育成医療) の指定をしたので告示する｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

茨 城 県 報 第 1864 号 平成19年４月５日 (木曜日) 3

番号 種目 診療科目 氏 名 医療機関名 所 在 地 指定年月日

15 心臓 内科 齊 藤 基 北友会 勝田病院 ひたちなか市津田1895 平成19年
３月22日

16 肢体不自由
外科 内科
整形外科
胃腸科

松 � 弘 明 医療法人社団同仁会
常南病院 潮来市辻386 平成19年

３月22日

17 肢体不自由 整形外科 相 原 健 児 医療法人社団同仁会
常南病院 潮来市辻386 平成19年

３月22日

18 視覚 眼科 宮 脇 貴 也 小沢眼科内科病院附
属大宮診療所

常陸大宮市北町120－
１

平成19年
３月22日

19
聴覚・平衡・音
声・言語・そしゃ
く

耳鼻咽喉科 関 根 久 遠
社会福祉法人恩賜財
団済生会 神栖済生
会病院

神栖市知手中央７－２
－45

平成19年
３月22日

20
聴覚・平衡・音
声・言語・そしゃ
く

耳鼻咽喉科 中 村 毅
社会福祉法人恩賜財
団済生会 神栖済生
会病院

神栖市知手中央７－２
－45

平成19年
３月22日

21 肢体不自由 脳神経外科 大久保 信 治 石岡循環器科脳神経
外科病院

小美玉市栗又四ケ1768
－29

平成19年
３月22日

22 小腸 外科 伊 藤 博 道 茨城西南医療センター
病院 猿島郡境町2190 平成19年

３月22日

23 肢体不自由 内科 新 谷 正 義 医療法人晴生会 鹿
島神宮前病院 鹿嶋市宮中1995－24 平成19年

３月22日

24 呼吸器 内科 内 海 啓 子 茨城県立中央病院 笠間市鯉淵6528 平成19年
３月22日

名称 所在地 担当すべき
医療の種類

主として担当す
る医師の氏名

指 定
年月日

水戸済生会総合病院 水戸市双葉台３－３－10 腎臓 海老原 至 平成19年
３月22日

十王ひがし野クリニック 日立市十王町伊師3456－７ 腎臓 中 村 久 平成19年
３月22日

医療法人社団青洲会 神立病
院 土浦市神立中央５－11－２ 腎臓 � 野 勝 久 平成19年

３月22日

大石内科クリニック 土浦市大岩田2472 腎臓 大 石 明 平成19年
３月22日

医療法人健心会 岩本クリニッ
ク 土浦市上高津473 腎臓 岩 本 均 平成19年

３月22日

渡辺内科 石岡市南台３－34－55 腎臓 渡 邉 孝太郎 平成19年
３月22日

医療法人幕内会 山王台病院
附属東クリニック 石岡市東石岡５－２－33 腎臓 松 本 元 一 平成19年

３月22日

医療法人社団医仁会 渡辺ク
リニック 下妻市本城町１－44－２ 腎臓 渡 邉 仁 平成19年

３月22日

医療法人藤慈会 藤井病院 常陸太田市金井町3670 腎臓 藤 井 俊 宥 平成19年
３月22日



茨 城 県 報 第 1864 号 平成19年４月５日 (木曜日)4

名称 所在地 担当すべき
医療の種類

主として担当す
る医師の氏名

指 定
年月日

医療法人健清会 那珂クリニッ
ク 那珂市中台719－１ 腎臓 � 橋 康 之 平成19年

３月22日

医療法人宗心会 かわしま内
科クリニック 筑西市伊佐山248－10 腎臓 佐々木 信 博 平成19年

３月22日

水戸協同病院 水戸市宮町３－２－７ 腎臓 小 倉 泰 伸 平成19年
３月22日

水戸赤十字病院 水戸市三の丸３－12－48 腎臓 滝 田 節 平成19年
３月22日

医療法人財団古宿会 水戸中
央クリニック 水戸市柳町１－12－12 腎臓 仲 野 智 平成19年

３月22日

医療法人かもめクリニック
かもめ・日立クリニック 日立市東滑川町１－3186 腎臓 金 田 史 香 平成19年

３月22日

医療法人愛宣会 秦病院 日立市鮎川町２－８－16 整形外科 浅 井 淳 平成19年
３月22日

山手医院 土浦市国分町７－６ 腎臓 三輪谷 博 史 平成19年
３月22日

医療法人愛仁会 利根川橋ク
リニック 古河市中田1690 腎臓 大 川 浩 平成19年

３月22日

総和中央病院 古河市駒羽根825－１ 腎臓 黒 巣 恵 美 平成19年
３月22日

医療法人みつなみ会 古河病
院 古河市鴻巣1555 腎臓 海老原 昭 夫 平成19年

３月22日

一色クリニック 常総市水海道森下町3885－１ 腎臓 一 色 浩 一 平成19年
３月22日

医療法人寛正会 水海道さく
ら病院 常総市水海道森下町4447 腎臓 田 中 正 躬 平成19年

３月22日

かもめ・大津港クリニック 北茨城市大津町北町字深田432－１ 腎臓 金 田 浩 平成19年
３月22日

北茨城中央クリニック 北茨城市磯原町豊田１－36 腎臓 出 口 正 夫 平成19年
３月22日

財団法人筑波麓仁会 筑波学
園病院 つくば市上横場2573－１ 腎臓 � 田 健 治 平成19年

３月22日

勝田病院 ひたちなか市中根5125－２ 腎臓 浦 川 陽 一 平成19年
３月22日

さくら水戸クリニック ひたちなか市東石川1581 腎臓 鶴 田 敦 平成19年
３月22日

医療法人社団善仁会 小山記
念病院 鹿嶋市宮中4191 腎臓 二 瓶 実 平成19年

３月22日

住吉クリニック病院附属大宮
診療所 常陸大宮市姥賀町559－５ 腎臓 黒 澤 斌 平成19年

３月22日

大圃病院 筑西市木戸352 腎臓 原 中 瑠璃子 平成19年
３月22日

緑野クリニック 坂東市沓掛字西村2526－１ 腎臓 竹 田 篤 平成19年
３月22日

医療法人美湖会 美浦中央病
院 稲敷郡美浦村宮地596 腎臓 岩 瀬 剛 平成19年

３月22日

医療法人財団古宿会 水戸中
央病院 水戸市六反田町1136－１ 形成外科 神 崎 温 子 平成19年

３月22日

水戸赤十字病院 水戸市三の丸３－12－48 眼科 糸 賀 ひでみ 平成19年
３月22日



茨城県告示第453号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第５条第１項の規定による大規模小売店舗の新設の届出について,

同条第３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部中小企業課及び県北地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県北地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 名称及び代表者氏名

株式会社サンユーストアー

代表取締役 伊藤 尚武� 住所

北茨城市磯原町磯原１丁目127番地

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

サンユーストアー中原店

ひたちなか市勝田中原町３－８ 外� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

茨 城 県 報 第 1864 号 平成19年４月５日 (木曜日) 5

名称 所在地 担当すべき
医療の種類

主として担当す
る医師の氏名

指 定
年月日

医療法人 ナカジマ矯正歯科
クリニック 土浦市港町２－１－13 歯科矯正 中 島 祥 博 平成19年

３月22日

古河赤十字病院 古河市上辺見1300－13 眼科 十 亀 隆 弘 平成19年
３月22日

茨城県立医療大学付属病院 稲敷郡阿見町阿見字阿見原4733 中枢神経 河 野 豊 平成19年
３月22日

とき田クリニック 下妻市長塚28－１ 整形外科 鴇 田 典 夫 平成19年
３月22日

株式会社日立製作所日立総合
病院 日立市城南町２－１－１ 整形外科 安 藤 毅 平成19年

３月22日

茨城県立中央病院 笠間市鯉淵6528 整形外科 大 塚 稔 平成19年
３月22日

東京医科大学霞ヶ浦病院 稲敷郡阿見町中央３－20－１ 心臓脈管外科 長 江 恒 幸 平成19年
３月22日

東京医科大学霞ヶ浦病院 稲敷郡阿見町中央３－20－１ 眼科 岩 � 琢 也 平成19年
３月22日

宮本病院 稲敷市幸田1247 腎臓 長 田 真理子 平成19年
３月22日

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

株式会社サンユーストアー 北茨城市磯原町磯原１－127 伊 藤 尚 武



� 大規模小売店舗の新設をする日

平成19年11月16日� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,720㎡� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数 141台

イ 駐輪場の収容台数 20台

ウ 荷さばき施設の面積 75㎡

エ 廃棄物等の保管施設の容量 42�� 大規模小売店舗の施設の運営に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(開店時刻) 午前９時30分

(閉店時刻) 午後８時45分

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時～午後９時

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

４箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前７時～午後７時

３ 届出年月日

平成19年３月15日

茨城県告示第454号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第５条第１項の規定による大規模小売店舗の新設の届出について,

同条第３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部中小企業課及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県南地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 名称及び代表者氏名

ウエルシア関東株式会社

代表取締役 鈴 木 孝 之� 住所

埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－47－７

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称) ウエルシア土浦荒川沖店

茨 城 県 報 第 1864 号 平成19年４月５日 (木曜日)6



稲敷郡阿見町荒川本郷おて橋1364－１� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 大規模小売店舗の新設をする日

平成19年11月20日� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,213㎡� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数 46台

イ 駐輪場の収容台数 20台

ウ 荷さばき施設の面積 20㎡

エ 廃棄物等の保管施設の容量 14�� 大規模小売店舗の施設の運営に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(開店時刻) 午前10時

(閉店時刻) 翌午前０時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時30分～午前１時

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前８時～午前10時

３ 届出年月日

平成19年３月20日

茨城県告示第455号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第５条第１項の規定による大規模小売店舗の新設の届出について,

同条第３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部中小企業課及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県南地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 名称及び代表者氏名

株式会社ケーズホールディングス

代表取締役 加 藤 修 一

茨 城 県 報 第 1864 号 平成19年４月５日 (木曜日) 7

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

ウエルシア関東株式会社 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４－47－７ 鈴 木 孝 之



� 住所

水戸市柳町一丁目13番20号

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称) ケーズデンキ牛久ひたち野中央店

牛久市ひたち野西98－１� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 大規模小売店舗の新設をする日

平成19年12月１日� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

8, 331㎡� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数 576台

イ 駐輪場の収容台数 240台

ウ 荷さばき施設の面積 300㎡

エ 廃棄物等の保管施設の容量 45�� 大規模小売店舗の施設の運営に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(開店時刻) 午前10時

(閉店時刻) 午後９時

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時30分～午後９時30分

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

３箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時～午後11時

３ 届出年月日

平成19年３月26日

茨城県告示第456号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第６条第２項の規定による大規模小売店舗の変更の届出について,

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部中小企業課及び県南地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県南地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡

茨 城 県 報 第 1864 号 平成19年４月５日 (木曜日)8

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

株式会社ケーズホールディングス 水戸市柳町一丁目13番20号 加 藤 修 一



平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 名称及び代表者氏名

株式会社ワンダーコーポレーション

代表取締役 宇津木 雅 美� 住所

つくば市西大橋599番地１

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ハードオフ・オフハウス石岡店

石岡市旭台１－16－12� 変更しようとする事項

ア 荷さばき施設の位置及び面積

(変更前)

荷さばき無し

(変更後)

荷さばき施設の面積 26㎡

イ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

(変更前)

荷さばき無し

(変更後)

午前10時～午後８時� 変更する年月日

ア 平成19年11月20日 (荷さばき施設の位置及び面積)

イ 平成19年４月23日 (荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯)� 変更する理由

当店舗の業態は中古電化製品や中古衣料等の買取販売であり, お客様の商品持ち込みによる運営を主としてお

りますが, お客様ご自身による商品の運搬が困難な場合については出張買取を行う計画であり, これについては

荷さばき施設に該当するため｡

３ 届出年月日

平成19年３月19日

茨城県告示第457号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第６条第１項の規定による大規模小売店舗の変更の届出について,

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

その関係書類は, 本日から４月間茨城県商工労働部中小企業課及び県西地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

なお, この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県県西地方総合事務所商工労政課に到着するよう提出してください｡
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平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 届出者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名� 名称及び代表者氏名

株式会社カスミ

代表取締役 小 � 裕 正� 住所

つくば市西大橋599番地１

２ 届出事項の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

カスミきぬの里店

常総市内守谷町きぬの里２丁目23－２� 変更した事項

大規模小売店舗の名称

(変更前) (仮称) カスミ内守谷店

(変更後) カスミきぬの里店� 変更の年月日

平成19年３月22日� 変更する理由

大規模小売店舗の正式名称が確定したため

３ 届出年月日

平成19年３月22日

茨城県告示第458号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について, 同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

なお, 意見書は, 本日から１月間茨城県商工労働部中小企業課及び県北地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 大規模小売店舗の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

水戸駅ビルエクセル

水戸市宮町一丁目１番１号� 届出の概要

ア 届出の種類及び届出の公告日

変更の届出 (第６条第１項)

平成19年３月19日

イ 変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

茨 城 県 報 第 1864 号 平成19年４月５日 (木曜日)10



(変更前)

(変更後)

� 届出年月日

平成19年２月27日

２ 市町村の意見

特になし

茨城県告示第459号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について, 同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

なお, 意見書は, 本日から１月間茨城県商工労働部中小企業課及び鹿行地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 大規模小売店舗の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称) クリエイト エス・ディー茨城鉾田店

鉾田市新鉾田西一丁目５番地� 届出の概要

ア 届出の種類及び届出の公告日

新設の届出 (第５条第１項)

平成19年２月15日

イ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

ウ 大規模小売店舗の新設をする日

平成19年10月１日

エ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

茨 城 県 報 第 1864 号 平成19年４月５日 (木曜日) 11

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

有限会社ジェイ・ケー・シー 水戸市宮町一丁目１番１号 鎌 田 順

未定 未定 未定

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

有限会社サイプレス 東茨城郡大洗町磯浜町2262番地の４ 檜 山 智 宏

株式会社もくもく 京都府京都市中京区柳馬場通蛸薬師下ル十文字町
437 武 甕 芳 次

株式会社日本エデュネット 東京都豊島区目白３－３－14田中ビル４F 河 村 國 一

アスカ株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－６日本工業倶楽部
別館５F 伊 藤 弘 人

氏 名 又 は 名 称 住 所 代表者氏名

株式会社クリエイト エス・ディー 神奈川県横浜市青葉区荏田西一丁目９番15号 若 尾 鐵志郎



1, 342㎡

オ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項� 駐車場の収容台数 51台� 駐輪場の収容台数 38台� 荷さばき施設の面積 60㎡� 廃棄物等の保管施設の容量 13�
カ 大規模小売店舗の施設の運営に関する事項� 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

(開店時刻) 午前10時

(閉店時刻) 午後10時� 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時30分～午後10時30分� 駐車場の自動車の出入口の数

２箇所� 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時～午後９時

キ 届出年月日

平成19年１月31日

２ 市町村の意見

茨 城 県 報 第 1864 号 平成19年４月５日 (木曜日)12

市 町 村 名 意 見 の 概 要 理 由

鉾田市 ・社会的責任として, 生活環境の保持のた

め, 適切な対応を行うこと｡ また, 届出

内容と実態に乖離があり, その対策が不

十分な場合には, 再調査・再予測と追加

的な対策を講ずるよう努めること

・混雑が予測されるとき, 来店車両等につ

いて十分な安全対策を講じるとともに誘

導方法についても配慮すること

・ ｢消防水利の基準｣ の遵守及び閉店時火

災発生の際消防自動車等が敷地内に出入

できるよう配慮すること

・廃棄物の細分化及びリサイクル・減量化

・事業系一般廃棄物は, 鉾田市一般廃棄物

許可業者に委託するか直接搬入すること

・各出入口に門扉等の設置

・適切な照明の位置や警備員の巡回等の配

慮

・監視体制 (監視カメラ等の設置) の強化

・地域住民からの苦情等に対し, 早急な問

・広場や駐車場内の防犯対策として監視カ

メラ等の設置により犯罪抑止並びに万一

犯罪が起きたときの協力のため

・小売業の地域密着産業として, 生活環境

問題を地域住民や地方公共団体と協力し

て, 真に豊かで健全な地域社会の実現に

向けて貢献することが期待されているた

め



茨城県告示第460号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号) 第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について, 同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告する｡

なお, 意見書は, 本日から１月間茨城県商工労働部中小企業課及び県西地方総合事務所商工労政課において縦覧に

供する｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 大規模小売店舗の概要� 大規模小売店舗の名称及び所在地

古河サティ

古河市旭町１丁目699－１ 外� 届出の概要

ア 届出の種類及び届出の公告日

変更の届出 (第６条第１項)

平成19年３月１日

イ 変更した事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

茨 城 県 報 第 1864 号 平成19年４月５日 (木曜日) 13

題の改善・解決に努めること

・埋め立てする場合は, 条例に従い許可申

請をすること

・その他関係法令を遵守し施工されたい

氏名又は名称 住 所 代表者氏名 変更内容 変更年月日

株式会社マイカル 大阪府大阪市中央区久太
郎町３－１－30 岡田 元也

株式会社洒落留 東京都台東区上野３－７－
５ 濱野 宏三

株式会社サクランボかわ
かみ 土浦市川口１－３－132 川上 猛

株式会社ハニーズ 福島県いわき市小名浜岡
小名２－１－７ 江尻 義久

株式会社マツヤデンキ 大阪府大阪市中央区難波
千日前13－10 平井 眞夫

株式会社藤久 愛知県名古屋市名東区高
社１－210 後藤 正巳

株式会社グローインター
ナショナル

愛知県春日井市鳥居松２－
67 大谷 広幸 退店 平成15年５月31日

株式会社タニ オプティ 東京都千代田区神田小川
町３－１ 谷 義雄 退店 平成15年５月31日

株式会社ワッツ 大阪府東大阪市鴻池町２
－１－64 近石 弘



(変更後)

� 届出年月日

平成19年２月６日

２ 市町村の意見

特になし

茨城県告示第461号

森林法 (昭和26年法律第249号) 第26条の２第２項の規定に基づき, 次の保安林の指定を解除するので, 同法第33

条第６項で準用する同条第１項の規定により告示する｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 解除をする保安林の所在場所

神栖市矢田部字十町歩12542・12542-24 (以上２筆について次の図に示す部分に限る｡)

２ 指定された目的

飛砂の防備

３ 解除の理由

道路用地及び用排水路用地

(｢次の図｣ は, 省略し, その図面を茨城県庁並びに神栖市役所に備え置いて縦覧に供する｡)

茨城県告示第462号

大野台地土地改良区から平成19年２月16日付けで申請のあった定款変更については, 土地改良法 (昭和24年法律第

茨 城 県 報 第 1864 号 平成19年４月５日 (木曜日)14

氏名又は名称 住 所 代表者氏名 変更内容 変更年月日

株式会社マイカル 大阪府大阪市中央区久太
郎町３－１－30 川本 敏雄 代表者名 平成18年５月17日

株式会社洒落留 東京 東京都台東区上野３－７－
５ 中戸川ビル２階 佐々木るみ

名称
住所
代表者名

平成12年７月１日

株式会社サクランボかわ
かみ

土浦市高津１丁目23番13
号 川上 猛 住所 平成16年９月９日

株式会社ハニーズ 福島県いわき市鹿島町走
熊字七本松27番の１ 江尻 義久 住所 平成17年４月１日

株式会社マツヤデンキ 大阪府大阪市中央区難波
千日前13－10 切石 哲 代表者名 平成16年５月１日

株式会社藤久 愛知県名古屋市名東区高
社１－210 後藤 薫徳 代表者名 平成16年９月29日

株式会社関東ワッツ 東京都国立市東１丁目16
番17号 平岡 史生

名称
住所
代表者名

平成17年12月16日

株式会社スナップス 千葉県千葉市美浜区中瀬
２丁目６番地 本田 進 入店 平成16年10月１日

株式会社たかしまや 埼玉県蕨市中央１丁目３
番13号 杉田 謙三 入店 平成15年11月１日

株式会社ハイエスト・エ
スケーティ

埼玉県越谷市大字向畑
575 新木田正次 入店 平成16年２月27日

大山 正美 古河市仁連337－２ 入店 平成18年３月10日



195号) 第30条第２項の規定により平成19年３月28日認可した｡

なお, この認可については, 認可のあったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に, 茨城県を被告として

認可の取消しの訴えを提起することができる｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第463号

梶山土地改良区から平成19年３月13日付けで申請のあった定款変更については, 土地改良法 (昭和24年法律第195

号) 第30条第２項の規定により平成19年３月28日認可した｡

なお, この認可については, 認可のあったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に, 茨城県を被告として

認可の取消しの訴えを提起することができる｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第464号

平成10年12月３日付けで計画を確定した県営上大野地区土地改良事業 (畑地帯総合整備事業・区画整理) について

は, 平成18年２月16日に工事が完了したので, 土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第113条の２第３項の規定に基づ

き公告する｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第465号

平成10年12月３日付けで計画を確定した県営上大野地区土地改良事業 (畑地帯総合整備事業・農業用道路) につい

ては, 平成18年２月16日に工事が完了したので, 土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第113条の２第３項の規定に基

づき公告する｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第466号

平成10年12月３日付けで計画を確定した県営上大野地区土地改良事業 (畑地帯総合整備事業・農業用用水) につい

ては, 平成18年２月16日に工事が完了したので, 土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第113条の２第３項の規定に基

づき公告する｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第467号

平成10年12月３日付けで計画を確定した県営上大野地区土地改良事業 (畑地帯総合整備事業・暗渠排水) について

は, 平成18年２月16日に工事が完了したので, 土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第113条の２第３項の規定に基づ

き公告する｡
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平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第468号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成19年４月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 一般国道 245号

２ 供用開始の区間 ひたちなか市長砂319番２地先から

ひたちなか市長砂314番２地先まで

３ 供用開始の期日 平成19年４月20日

茨城県告示第469号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成19年４月５日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 取手谷中線

２ 供用開始の区間 取手市井野字前土井234番１地先から

取手市井野字谷通89番２地先まで

３ 供用開始の期日 平成19年４月20日

茨城県告示第470号

土地区画整法 (昭和29年法律第119号) 第29条第１項の規定に基づき, 日立市川尻観音前土地区画整理組合の役員

の氏名及び住所について届出があったので, 同条第２項の規定に基づき次のとおり告示する｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

役員に就任した者

茨城県告示第471号

笠間市石井717番地に事務所を置く本戸土地改良区から次のとおり役員が就任した旨, 土地改良法 (昭和24年法律

第195号) 第18条第16項の規定により届出があったので, 同条第17項の規定により公告する｡

平成19年４月５日

茨城県水戸土地改良事務所長 海 老 沢 正 巳

就 任
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職 名 氏 名 住 所

理 事 � 野 弘一郎 日立市川尻町１丁目22番18号

〃 鈴 木 みす子 〃 〃 １丁目13番８号



(公 安 委 員 会)

茨城県公安委員会告示第７号

平成２年茨城県公安委員会告示第24号及び平成17年茨城県公安委員会告示第17号をもって公示した道路交通法 (昭

和35年法律第105号) 第108条の４第１項の規定に基づく指定講習機関である土浦自動車学校から指定講習機関に関す

る規則 (平成２年国家公安委員会規則第１号) 第４条第１項の規定により次のとおり代表者の変更について届出があっ

たので, 同条第２項の規定に基づき公示する｡

平成19年４月５日

茨城県公安委員会委員長 大 和 田 一 雄

指定講習機関の代表者の変更

変更前 大 薮 光 子

変更後 大 薮 直 子

公 告

●○浄化槽に係る指定検査機関の指定

浄化槽法 (昭和58年法律第43号) 第57条第１項の規定により, 同法第７条第１項及び第11条第１項の水質に関する

検査の業務を行う者を次のとおり指定したので, 環境省関係浄化槽法施行規則 (昭和59年厚生省令第17号) 第57条の

規定により公示する｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 指定検査機関の名称, 所在地及び代表者の氏名

名 称 社団法人茨城県水質保全協会

所 在 地 水戸市三の丸三丁目11番13号

代表者の氏名 藤枝 金三

２ 指定検査機関が検査業務を行う地域及び期間

検査業務を行う地域 茨城県全域

検査業務を行う期間 平成19年４月１日から平成24年３月31日まで

３ 検査の手数料

浄化槽法第７条第１項の規定による設置後等の水質検査
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職 名 氏 名 住 所

理 事 安 達 弘 笠間市本戸880番地１

〃 奥 川 敏 男 〃 〃 2208番地

規模(人槽)
20以下 21～50 51～100 101～300 301～500 501～1,000 1,001以上

区分

浄 化 槽 9,500 11,500 13,500 16,500 19,500 23,500 28,500
円



浄化槽法第11条第１項の規定による定期検査

４ 指定をした年月日及び検査業務の開始年月日

指 定 年 月 日 平成19年３月30日

検査業務開始年月日 平成19年４月１日

●○県営土地改良事業計画の変更

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条の３第１項の規定に基づき, 県営東前地区土地改良事業 (ほ場整備)

につき計画を変更したので, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

なお, この変更計画については, 同法第87条の３で準用する同法第87条第６項の規定に基づき, 縦覧期間満了の日

の翌日から起算して15日以内に茨城県知事に異議申立てをすることができる｡

また, 同法第87条の３で準用する同法第87条第７項の規定による決定に不服がある者は, 同法第87条の３で準用す

る同法87条第10項の規定に基づき, 茨城県を被告として, 決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に異議申立て決定に対する取消しの訴えを提起することができる｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

変更後の県営東前地区土地改良事業 (ほ場整備) 計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成19年４月６日から平成19年５月８日まで

３ 縦覧の場所

水戸土地改良事務所

●○地籍調査の成果認証

結城市, 神栖市, 鉾田市の下記地区における地籍調査の成果は, 国土調査法 (昭和26年法律第180号) 第19条第２

項の規定により認証した｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌
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規模(人槽)
10以下 11～20 21～50 51～100 101～300 301～500 501～1,000 1,001以上

区分

既設単独処理
浄 化 槽 4,500 5,000 6,000 8,000 10,000 13,000 17,000 22,000

浄 化 槽 4,500 6,000 8,000 10,000 13,000 16,000 20,000 25,000

円



●○基本測量の終了

測量法 (昭和24年法律第188号) 第４条の規定に基づく基本測量を次のとおり終了した旨通知があったので, 同法

第14条第３項の規定により公示する｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 測 量 機 関 国土地理院

２ 作業の種類 基本測量 (基本重力測量)

３ 作業終了日 平成19年３月16日

４ 作 業 地 域 つくば市

１ 測 量 機 関 国土地理院

２ 作業の種類 基本測量 (2500レベルGIS基盤情報整備作業)

３ 作業終了日 平成19年３月20日

４ 作 業 地 域 大洗町

●○開発行為の工事完了

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第29条第１項の許可に係る開発行為について, 次の区域の工事が完了したの

で, 同法第36条第３項の規定により公告する｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

東茨城郡茨城町大字長岡字矢頭4410番27, 同番36, 同番37, 同番38

２ 事業主の住所及び氏名

水戸市上水戸１丁目５番８号

小 寺 滿 子
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調査を行った者の名称 結城市, 神栖市, 鉾田市

成 果 の 名 称 地籍図及び地籍簿

調 査 を 行 っ た

地 域 及 び 期 間

結城市大字上山川, 大木の各一部

平成16年５月６日から

平成16年９月30日まで

神栖市太田の一部

平成17年７月１日から

平成18年２月28日まで

鉾田市烟田, 大竹の各一部

平成17年12月５日から

平成18年２月22日まで

認 証 年 月 日 平成19年３月28日



１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

東茨城郡茨城町大字長岡字谷田内3161番１, 大字前田字谷田内1038番５

２ 事業主の住所及び氏名

東茨城郡茨城町大字長岡3097番地及び344番地３ (グロウイング長岡203)

小 田 治, 小 田 篤

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

那珂郡東海村大字石神内宿字八軒原2329番58, 同番103

２ 事業主の住所及び氏名

那珂郡東海村大字石神内宿2329番地57

塙 徹, 塙 直 美

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

那珂郡東海村大字白方字前野56番12

２ 事業主の住所及び氏名

那珂郡東海村大字舟石川821番地５ (コモドパレⅡ201号)

田 所 みつ江

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

那珂郡東海村大字村松字荒谷949番１, 同番９, 同番10, 同番11, 同番12, 同番13, 同番14, 979番１, 同番４,

同番５, 同番７, 同番８, 同番９, 同番10, 同番11, 同番12, 同番13, 同番14, 同番15, 同番16, 同番17, 同番18,

同番19, 同番20, 同番21, 同番22, 同番23, 同番24, 同番25, 同番26, 同番27, 同番28, 同番29, 同番30, 同番32,

同番33, 同番34, 同番35, 988番１, 同番２, 同番３, 同番４, 同番５, 同番６, 同番７, 同番８, 同番９, 同番

10, 同番11, 同番12, 同番13, 同番14, 同番15, 同番16, 同番17, 同番18, 同番19, 同番20, 同番21, 同番22, 同

番23, 同番24, 同番25, 同番26, 同番27

２ 事業主の住所及び氏名

那珂郡東海村舟石川764番地１

東成プランニング株式会社

代表取締役 河 野 清

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

那珂郡東海村大字村松字松山内2169番９

２ 事業主の住所及び氏名

ひたちなか市小貫山１丁目15番10号 (プリムローズＢ棟201号)

和 田 隆 広, 和 田 涼 子

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

牛久市南３丁目13番２, 同番３, 同番32, 同番35

２ 事業主の住所及び氏名

牛久市牛久町118番地
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山 崎 久 子

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

守谷市板戸井字小屋場2082番３

２ 事業主の住所及び氏名

守谷市松前台七丁目10番地18

岸 本 幹 雄

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

守谷市立沢字直道1133番２

２ 事業主の住所及び氏名

守谷市立沢1131番地の６

横 尾 穣 司, 横 尾 淑 子

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

常総市新井木町字六軒180番３, 181番, 182番, 183番１, 同番２, 185番１, 同番２, 同番３, 186番１, 同番２,

187番２

２ 事業主の住所及び氏名

常総市諏訪町3263番地の３

白井石油株式会社

代表取締役 白 井 豊

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

常総市笹塚新田町字往来附52番１, 54番の一部

２ 事業主の住所及び氏名

つくば市竹園２丁目１番地３ 805棟304号

古 谷 一 之

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

常総市馬場字八百野中道西75番３, 八百野中道東91番２, 92番, 94番２, 95番, 97番４, 98番２, 岡田字馬場堤下

173番

２ 事業主の住所及び氏名

千葉市中央区中央港二丁目４番４号

株式会社 キーペックス

代表取締役 斉 藤 宏

●○軽油引取税に係る免税証の無効

次の軽油引取税免税証は, 平成19年３月10日以降無効とする｡

平成19年４月５日

茨城県行方県税事務所長 山 崎 和 夫
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訓 令

茨城県訓令第26号

茨城県狩猟関係事務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める｡

平成19年４月５日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県狩猟関係事務取扱規程の一部を改正する訓令

茨城県狩猟関係事務取扱規程 (昭和38年茨城県訓令第17号) の一部を次のように改正する｡

第７条中 ｢第７条第10項から第13項まで｣ を ｢第７条第11項から第14項まで｣ に改める｡

第８条の見出し中 ｢狩猟免状等｣ を ｢許可証等｣ に改め, 同条第１項を次のように改める｡

地方総合事務所長は, 法第９条第12項, 第54条又は第65条及び法第９条第13項又は第66条の規定により許可証若

しくは従事者証, 狩猟免状又は狩猟者登録証等の返納及び鳥獣の捕獲等若しくは採取等の結果又は狩猟の結果の報

告を受けたときは, 許可証にあつては許可証交付原簿に, 狩猟者登録証にあつては狩猟者登録名簿に必要事項を記

載する等所要の整理をした後, 廃棄しなければならない｡

第10条中 ｢銃猟禁止区域, 銃猟制限区域｣ を ｢特定猟具使用禁止区域, 特定猟具使用制限区域｣ に改める｡

様式第１号中 ｢網・わな猟免許｣ を ｢網猟免許・わな猟免許｣ に改める｡

様式第４号を次のように改める｡
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用 途 種 類 記号及び番号 枚数 有 効 期 間 販売業者の所在地及び氏名

船 舶 20リットル

E414961

～

E414976

16枚

平成19年１月５日

～

平成19年６月30日

鹿嶋市大船津3224

小倉興産エネルギー株式会社

船 舶 100リットル

G428428

～

G428449

22枚

平成19年１月５日

～

平成19年６月30日

鹿嶋市大船津3224

小倉興産エネルギー株式会社
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様式第４号 (第５条)

年 月 日

茨城県知事 殿

地方総合事務所長

狩猟者登録証交付月報

月分

(注) 放鳥獣猟区のみの登録は, 括弧書内数で示すこと｡

種類
区分 網猟免許 わな猟免許 第一種銃猟

免許
第二種銃猟
免許 計 備 考

先 月 末 累 計

当
月
の
登
録
数

高 額

低 額

計

累計

高 額

低 額

計

再交付数
当月分

累 計



付 則

この訓令は, 平成19年４月16日から施行する｡

正 誤

平成19年３月26日付け茨城県報第1861号中下記のとおり誤りがあったので訂正する｡
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ページ 行 誤 正

38 上から17 平成19年５月７日 (月) から５月８日 (火)
まで

平成19年４月26日 (木) から４月27日 (金)
まで

38 上から23 � １の�のア及び１の� � １の�のア
38 上から25 � １の�のイ及び１の�のイ � １の�のイ及び１の�
38 上から27

� １の�のイに掲げる警備業務の区分に
係る講習
平成19年５月９日 (水) から５月10日

(木) までの午前９時から午後５時まで

毎週月・木曜日発行 (緊急事項は号外発行) (定価送料とも１月)休日の場合は繰下発行 金 ３, ０６０円

発 行 茨 城 県

購読申込先 〒310－8555 茨 城 県 水 戸 市 笠 原 町 978 番 ６
茨 城 県 総 務 部 総 務 課

電話番号 029 (301) １１１１ (代)


